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ねらいと成果　

　兵庫県産の農林水産物を主原料として製造される

加工食品を対象にひょうご食品認証制度が実施され

ており、食品加工流通部では、平成１７年度申請分に

ついて、製品の品質及び製造所の衛生管理状況を調

査した。

　加工者を①個人、②加工グループ、③加工組合、

④加工業者（小規模）、⑤加工業者（大規模）に分

けて比較したが、大半の製品は品質基準を満たして

おり、②加工グループ、③加工組合、④加工業者（小

規模）の一部の製品に問題があった。製造所の衛生

管理状況は、概して⑤加工業者（大規模）の衛生管

理がよく、①個人、②加工グループ、③加工組合、

④加工業者（小規模）は改善の余地があった。

内　容

１　ひょうご食品（平成１７年度申請分）の品質調査

　地域農産物加工食品１１０品目の内容物の品位、内

容量、固形分等含有量、生菌数等を調査し、品質基

準との適合性を判定した。（表）

　大半の９６品目が品質基準に適合していた。②加工

グループ、③加工組合、④加工業者（小規模）の１４

品目に問題があり、改善が容易な１０品目は改善確認

の上で適合とし、製造工程に問題のあった４品目は

不適合とした。

２　ひょうご食品（平成１７年度申請分）の製造所衛

生管理状況調査

　地域農産物加工食品の製造所４３か所について、衛

生管理チェックシートによる採点（２０項目 /-１０～４０

点）及び清浄度の調査を行った。（表）

　衛生管理チェッックシートによる採点では、概し

て⑤加工業者（大規模）（２９点）が高く、次いで、

③加工組合（２１点）、④加工業者（小規模）（２０点）、

②加工グループ（１６点）、①個人（３点）の順となっ

た。

　製造所の清浄度は⑤加工業者（大規模）でよかっ

た。

今後の方針

　製品の品質調査や製造所調査の科学的な分析値に

より、認証食品としての適否の判定のみならず、品

質や製品所の現状把握や改善項目の明確化を行い、

高品質や安全性に対応した地域農産物加工技術の向

上を図る。
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９　ひょうご食品の品質及び製造所衛生管理状況

表　ひょうご食品（平成１７年度申請分）･加工者別の製品の品質基準１）との適合状況及び製造所の衛生管理状況

製造所の衛生管理状況製品の品質基準との適合状況
加工者

清浄度４）衛生管理チェックリスト
による採点（平均点）３）（調査製造所数）不適合数条件付き
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（４３）４１０９６（１１０）計
１）品質調査項目：内容物の品位、内容量、固形分等含有量、異物混入、包装容器の状態、表示の適否、生菌数等
２）品目内訳：①個人９／ジャム３、漬物２、みそ２、茶１、乾燥食品１　　②加工グループ３１／ジャム８、佃煮７、
菓子６、惣菜４、みそ３、漬物２、煮豆１　　③加工組合２１／こんにゃく９、豆腐３、ジャム３、佃煮２、漬物２、
みそ１、もち１、食用油１　　④加工業者（小規模）１５／アイスクリーム６、豆腐４、佃煮２、惣菜２、ヨーグル
ト１　　⑤加工業者（大規模）３４／アイスクリーム１１、ヨーグルト８、豆腐５、菓子３、漬物３、ジャム２、みそ
１、ハム・ソーセージ１

３）衛生管理チェックシートによる採点：－１０～４０点（調査全２０項目／製造施設の管理７、従事者６、原材料の洗浄 ･
残さの処理２、器材の整理５項目）

４）清浄度：約１０cm×約１０cm部分を綿棒でふき取り、ＡＴＰ（アデノシン３リン酸）量を計測　　数値が高いほど微
生物等に汚染されている　　全調査箇所の平均値


